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スタンバイ予備の使用実績（月平均） 国府津車セ:４回 小山車セ：10回 

・運用担当が車両を戻すために不眠不休で
仕事をしている苦労を認識するべき。 

・異常時は直通運転がなくなり、車両の追
跡が出来ない。 

・国府津車セ所属と小山車セ所属の車両ダ
イヤが入替わりの運行が発生し、ダイヤ
平復に時間がかかっている。 

・運用担当者は、深徹になり苦労をおかけ
している。 

・車両の運用計画を 1 ヵ月ごと作成してい
たが、3･4 日単位で作成し直した。 

・｢編成追跡システム｣を試使用として稼動
し、車両の追跡が行えるようにした。 

・スタンバイ予備の位置づけは。 ・安定性を確保するための予備車であるこ
とが基本。 

・安定輸送の確保を基本に、各車セの裁量
で柔軟に対応できるようにすること。 

・支社と各車セの調整で、柔軟に行うこと
は出来る。 

・仕業検査切れの理由は。 ・人身事故、台風、雪害である。 

・所属ではない車セに車両を取り入れて
も、仕業検査が出来ない理由は何か。 

・車セによっては、パン点検台がない番線
や、入区後の入換作業などの制約がある。 

・高崎車セを活用し、線区の輸送品質を向
上させるべきだ。 

・高崎車セでは、安定輸送班が臨時で仕業
検査を行っている。車輪転削は JET’S
が行っている。臨時作業も対応している。 

・小山車セの車輪転削機の老朽取替えを早
急に行うべきだ。 

・改善する優先順位は、経年やコストを考
えて決めているが、優先順位は低くない。 


